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本村は松田区、宜野座区、惣慶区、福山区、漢那区及び城原区の６行政区からなり、地域住民が主

体となって特色あるむらづくりに取り組んでいます。また、行政連絡会議の毎月開催、各行政区と行

政懇談会の毎年開催や各事業の説明会等、村行政と各区の連絡体制は整っており、情報交換や意見交

換を実施しています。このように行政区毎の主体的な取り組みは活発であり、漢那区では毎年区独自

に「漢那区防災避難訓練」を実施するなど、地域が主体的に防災活動に取り組み、区民の防災意識が

高まりつつあります。宜野座村は農業中心の風土から地縁的なつながりが強く、区単位での独自な活

動が培われ、「小さな自治体」としての機能を果たしています。 

一方で、転入者の増加や集合住宅の増加等に伴い、自治会加入率は各区とも低下または横ばいとな

っており、地域コミュニティの希薄化や地域力の低下が懸念されます。 

地域住民と行政の協働による自立したむら

づくりを目指すため、平成 26 年度より宜野座

村むらづくり村民会議を立ち上げ、平成 26～

29 年度に開催し、参加者からむらづくりに関

わる企画・提案を頂きました。しかしながら、

参加者が少ない、継続的な開催が難しい、企画・

提案（Plan）から実行（Do）に至っていない等、

運営面や進行管理面において課題となってい

ます。 

今後とも、地域住民と村行政が共にむらづく

りを考え、地域住民による地域の課題解決や展

望に向けて主体的に取り組んでいくことが重

要です。これからの自治体経営は、行政中心か

ら、地域主体の地域経営への転換が求められて

おり、地域の価値を創造し、個性的で活力と魅

力ある地域づくりを進める必要があります。 

地域主体によるむらづくり活動を支援するとともに、「(仮称)○○区むらづくり構想」等の策定の促

進等の村民参画のシステムを構築します。また、各区との情報交流及び広報・広聴活動を充実すると

ともに、各種計画等の村民参画機会の充実を図ります。 

基本施策 6-1  村民参加による協働のむらづくりの推進 

現状と課題 ►  

施策のめざす方向 ►  

■行政区別自治会加入率の推移 

資料：宜野座村（住民基本台帳（各年度末）、各行政区総会資料等より） 
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※令和２年度は外国人含む 
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（１）地域主体によるむらづくり活動・計画策定の支援 

①各区での行事等の地域コミュニティを活かした各種活動の支援に努めます。 

②各区における地域課題を解決するよう、「(仮称)○○区むらづくり構想」等の策定を促進します。 

③婦人会及び青年会等の活動を支援します。 

④宜野座村郷友会と連携して交流事業等に取り組みます。 

（２）村民参画のシステムの構築 

①村民主体型のむらづくりを推進するため、村民自らがむらの将来を考え・語り合いながら、村政

に提案・主体的に行動する、村民参画の機会の確保及び村民参画・協働の担い手として活躍できる

しくみの構築に努め、協働のむらづくりを進めます。 

②村民や地域が主体となって企画・提案できるよう、専門家の派遣、むらづくり活動資金の助成、

各種情報の提供等、地域活動の支援・サポート体制等の構築を検討します。 

③地域で活躍できるむらづくり活動のリーダーや担い手の育成を図ります。 

④多くの役割を担う働き盛り世代の負担を軽減するため、参加しやすい行事・イベントづくりを推

進するとともに、村や区の行事・イベント等の整理・縮小に努めます。 

（３）各区との情報交流及び広報・公聴活動の充実 

①定期的に行政連絡会議を開催して各区との連携を図るとともに、各区で毎年開催している行政懇

談会の充実を図り、連絡調整や情報交流の場づくりに努めます。 

②村広報誌や村ホームページ等による行政情報の発信の充実や行政相談等を活用し、公聴活動の充

実を進めます。 

（４）村民参画機会の充実 

①行政と地域の協議の機会を拡充するとともに、パブリックコメントやアンケート等の様々な媒体・

手段を活用し、村民のむらづくりへの意向の把握に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策展開 ►  

指 標 ►  

指標名 現状値 
目標指標 

（令和７年度） 
備考 

行政連絡会議の開催 毎月１回 毎月１回  

行政懇談会の開催 各行政区毎年１回 各行政区毎年１回  

巡回行政相談 奇数月に１回 奇数月に１回  

自治会加入率 72.2％ 72.2％以上  

 

 
目標 

  

 

関連する SDGsの目標 ►  
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地方分権の進展により、村民に身近な自治体の果たすべき役割がさらに重要となっています。しか

し、多種多様化する村民ニーズへの対応が求められる一方で、その裏づけとなる財政状況は厳しい状

況にあります。 

宜野座村では、これまで「行政改革大綱」に基づき、効率的かつ質の高い行政サービスを目指し、

課の新設・改変、公的施設の指定管理者制度の活用、事務事業の外部委託及び行政事務の改善、むら

づくりアドバイザーを活用し、村民サービスの向上や行政組織の効率化、村役場職員の適正配置等に

取り組んでいます。 

一方で社会インフラの更新・維持管理の対応、さらに個性あるむらづくり・拠点づくりに向けた新

たな財政需要が見込まれ、厳しい状況も想定されます。また、近年は権限委譲に伴う事務事業の増加

及び事務内容の多種多様化も進行していることから、行政サービスを低下させることなく村の将来像

を実現できる組織をつくるため、村として担うべき役割の精査が必要であり、地域、各種団体、民間

事業者等に任せられることは積極的に任せる等、不断の行財政改革への取り組みも重要です。併せて、

人事評価制度の導入による人材育成や役場組織全体の士気高揚、職員研修等による村役場職員の資質

向上を図るとともに、情報基盤の充分な活用等による業務の効率化を行い、行政事務の簡素化・効率

化及び行政サービスのさらなる向上に努める必要があります。 

近年、情報通信の技術革新は急速に進んでおり、SNS 等の新たな ICT を利活用したサービスが展

開され、マイナンバー制度が開始されたことなど、日常生活やビジネスだけではなく行政における業

務にも影響を及ぼしており、今後、私たちの日常生活にも大きな変化がもたらされています。令和３

年９月にはデジタル庁が発足し、デジタル庁は「行政のデジタル化の推進」、「医療・教育・防災、産

業社会全体のデジタル化の構築」、「誰もが恩恵を享受できるデジタル化（デジタルガバメントの確立）」

の３つの柱に重点的に取り組むと表明しました。本村においては、平成 27年７月に NTT 西日本沖縄

支店と「宜野座村における情報化に関する包括連携協定」を締結し、役場職員を対象とした「ICT 活

用協議会」を開催し、様々な場面における ICT の活用事例や自治体デジタル・トランスフォーメーショ

ン(DX)推進※1等に取り組み始めたところです。ICT を行政のあらゆる分野に活用することにより、住

民の事務負担の軽減や利便性の向上、行政事務の簡素化・高度化を図り、効率的な自治体を運営する

ため、情報セキュリティ対策の強化も含めて、電子自治体に向けて検討を進めていく必要があります。 

村役場職員が自主性、創造性、革新性を持ち、高い業務能力を発揮できるような人づくりと組織づ

くりを推進します。また、村民の視点に立った業務や事業の継続的な見直しを行うとともに、情報技

術や民間ノウハウの積極的な活用を図り、村民サービスの向上と行政経費の削減等に努めます。さら

に、生活サービス等の充実はもとより、基地問題や北部地域の振興等の広域的な課題に対しては近隣

市町村や国・県と連携を強化して広域行政に取り組み、魅力あるむらづくりに取り組みます。また、

令和３年度には、国による「デジタル庁」の創設等、社会全体のデジタル化の推進により、行政サー

ビスの向上・高度化や行政業務システムの効率化、情報セキュリティ対策の向上等、さらなる電子自

治体を推進します。 

 

基本施策 6-2  効率的な行政運営の拡充 

施策のめざす方向 ►  

現状と課題 ►  

※1：DX とは、デジタル技術を活用して行政サービスを変革すること。総務省は、各地方自治体が情報システムの標準化、行政手続のオ
ンライン化などについて計画的に取り組む方策を検討するため、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」（令和２

年 12月 総務省）を策定した。令和３年夏を目途に、総務省が自治体 DX 推進手順書を策定する予定である。 
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（１）効率的な行政運営の推進 

①国や県、関係機関等と連携しながら、各種事業・制度等を活用した事業や施策の立案を行います。 

②総合計画（基本構想・基本計画）に基づいた体系的な政策の進捗状況の確認に努めます。 

③村役場職員の能力・業績に基づく人事評価制度を導入し、人材の適正配置や公務能率の向上を図

り、充実した行政サービスの提供に努めます。 

④村役場職員の能力・業績に基づく人事評価制度の実施をはじめ、職員の意識改革や職員の職務執

行力・政策形成力の向上を図るため、各種研修への派遣の充実や各種会議等への主体的な参加の

促進等、職員の資質向上を図る人材育成を推進します。 

⑤行政サービスの質の維持・向上や経費削減等を目指すため、定員の適正化及び組織の見直しに努

めるとともに、各部署間の連携強化を図ります。 

⑥業務の効率化や経費節減、村民サービスの維持・向上の観点から、民間への業務委託等を推進す

るとともに、指定管理者制度の導入の検討や制度の適正な運用に取り組みます。 

⑦むらづくりアドバイザー等の専門的な知識や経験、技能等を有する人材を活用することにより、

本村の魅力あるむらづくりに取り組みます。 

（２）自治体デジタル・トランスフォーメーション(ＤＸ)の推進 

①DX の取り組みを総合的かつ効果的に実施するため、全体的な DX 方針を定め、村民の利便性向

上や庁内業務の効率化に努めます。 

②インターネットの媒体を利用した村公式ホームページや SNS、公衆無線 LAN（Wi-Fi）等を効率

的に活用し、村政情報の内容充実をはじめ、わかりやすく見やすい情報を公開・発信します。 

③電子媒体を使った電子申請・電子調達システムの拡充、施設予約システム等、利便性の高い行政

サービスの提供及び行政手続きの電子化を推進します。 

④庁内の情報システムについては、国が進めている自治体クラウドサービス※1（住民情報システムに

ついては、恩納村と共同利用）、マイナンバー制度の導入や技術革新等を踏まえつつ、庁内情報シ

ステムの再構築を図り、行政事務の簡素化・効率化・合理化の推進に努めます。 

⑤人と人との接触を減らすための方策であるテレワークや、対面主義を是正するための行政手続き

のオンライン化の推進にあたり障害となっている押印の見直しに取り組みます。 

⑥庁内システムの統合や仮想化による機器共有、クラウド化、運用ポリシーの統一や調達・運用事

務の集約化等を検討し、全体として運用コストの圧縮に努めます。 

 

 

施策展開 ►  

関連する SDGsの目標と指標 ►  

 
目標 

  

 

※1：クラウドサービスとは、インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンターに蓄積されたコンピュータ資源を役務

（サービス）として、第三者（利用者）に対して遠隔地から提供するもの。なお、利用者は役務として提供されるコンピュータ資源
がいずれの場所に存在しているか認知できない場合がある。 
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指 標 ►  

指標名 現状値 
目標指標 

（令和 7 年度） 
備考 

むらづくりアドバイザー委嘱人数 ６人 10人  

職員研修受講率 
30％ 

（令和元年度） 
40％  

村独自研修開催数 
１ 

（令和元年度） 
３  

 
 

⑦情報セキュリティを高めるため、サイバーセキュリティを取り巻く環境の変化に対応しつつ、人的・

物理的・技術的な側面からの一層の強化に努めます。 

⑧ICT ガバナンス※１体制については、外部人材を活用して、情報システムの調達・構築・運用（ま

たは支援）が効率的に行えるよう努めるとともに、庁内職員の人材育成を進めます。 

⑨行政サービスについて、デジタル技術やデータ活用により、住民の利便性を向上させるとともに、

AI 等の活用により業務効率化を図り、人的資源による行政サービスの更なる向上に努めます。 

（３）広域行政の推進 

①隣接及び近接市町村と共同で企画・調整・対応等を行うことが適切な事務事業や事務の共同処理

の検討等、周辺市町村及び関係機関等の広域連携による取り組みを推進します。 

②基地問題及び北部地域の振興等、広域的な視点での地域づくりに適切に対応できるよう、各事務

組合等との連携を強化するとともに、市町村相互の連携及び役割分担を明確化し、広域事業の円

滑な推進を図るなど広域行政を推進します。 

 

※1：ICT ガバナンス体制とは、情報システムの効果が出ているか、役に立っているか、適切な費用となっているか、安全・安定稼動して
いるかを組織的にチェックし、適正化していく取組みのこと。 

ICT 連携協定締結式（NTT) IT イノベーション戦略センター包括連携協定式（ISCO) 
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SDGs に関する村職員向けワークショップ 
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7.7% 9.5% 8.8%

6.1%

79.5% 82.2% 80.1% 80.4%
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平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

平成30

年度

令和元

年度

実質収支比率 経常収支比率 公債費負担比率

本村では、「第４次宜野座村行財政改革プラン」及び「宜野座村財政中長期計画」に基づき行政改革

を推進してきましたが、社会保障費の増加やインフラの更新等により、財政状況はさらに厳しさを増

しています。 

平成20年度からはじまったふるさと納税によるふるさと応援基金積立金は、令和３年３月末現在

で、約１億7千848万7千円となっており、納税者には本村の特産品を贈呈しています。また、平成22年

度から貸借対照表（バランスシート）※1の作成・公表、平成24年10月より下水道事業特別会計の設置、

平成27年12月の公共施設等総合管理計画の策定、平成29年度より宜野座村体育施設ネーミングライツ

の実施等、安定した財政運営に努めています。 

本村の歳入面においては、自主財源比率と依存財源比率はほぼ同じ割合で推移していますが、自主

財源の財産収入（軍用地料）を除けば、依存財源の地方交付税や国庫支出金、都道府県支出金の割合

が高い状況で続いています。令和元年度の目的別歳出では総務費※2が26.6％と最も高く、次いで民生

費(17.3％）、土木費(14.0％)となっており、子育て・教育及び社会福祉の対応、観光振興の基盤づく

り、社会インフラの更新等の新たな財政需要が見込まれます。 

今後とも、経常的な行政経費や施設等の維持管理費、各種補助金等の随時見直し・確保を図るとと

もに、必要な自主財源の確保等の長期的な展望にたった予算の編成に努め、財政の健全化を図る必要

があります。 

事務事業の優先性や緊急性等に配慮した選択と集約による財源(予算)の配分や、民間活力の導入等

による施設管理の効率化に取り組むとともに、積極的な財政情報の公開を進め、村民の理解に基づく

透明で健全な財政運営を確立します。 

 

基本施策 6-3  健全な財政運営の確立 

施策のめざす方向 ►  

現状と課題 ►  

※1：バランスシートは、会計年度末に宜野座村が保有している資産と、その資産を取得するた

めに使ったお金の調達方法を表している。現金の収支に注目するこれまでの決算書では表

示できなかった、本村の財産や負債等、これまでの資産形成の結果を知ることができる。 

※2総務費は、軍用地等所在区交付金 1,006,077千円を含むため割合が高くなっている。 

 

■実質収支比率、経常収支比率、公債費
負担比率の推移 

■宜野座村の歳入・歳出（令和元年度一般会計） 

資料：宜野座村総務課 

自主財源,

3,501,513,
47.2%

依存財源,

3,918,487,
52.8%

地方税, 

600809, 
8.1%

分担金及び負担金, 

34770, 0.5%

使用料及び手数料, 

218631, 2.9%

繰入金, 

464118, 6.3%

財産収入, 

2032492, 
27.4%

繰越金, 1, 0.0%

寄附金, 11621, 0.2%諸収入, 139071, 

1.9%

地方交付税, 

1307739, 17.6%

国庫支出金, 

1321986, 
17.8%

都道府県支出金, 

823948, 11.1%

村債, 199400, 

2.7%

その他, 265414, 

3.6%

歳入

74億2,000万円

（令和元年度

一般会計）

（単位：千円）（単位：千円）

議会費, 89,046, 

1.2%

総務費, 1,972,712, 

26.6%

民生費, 

1,286,766, 
17.3%

衛生費, 

403,552, 
5.4%

労働費, 

17,402, 
0.2%

農林水産業費, 

728,984, 
9.8%商工費, 

184,520, 2.5%

土木費, 

1,038,914, 
14.0%

消防費, 160,571, 

2.2%

教育費

, 835,168, 
11.3%

災害復旧費, 

11,002,
0.1%

公債費, 

341,998, 
4.6%

諸支出金, 

339,365, 
4.6%

予備費, 10,000, 

0.1%

歳出

（目的別）

74億2,000万円

（令和元年度

一般会計）

（単位：千円）
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（１）村財政情報の公開 
①「バランスシート」や「ぎのざそんのよさん」を作成・開示し、村財政状況を広く村民にわかり

やすく伝えます。 

（２）計画的な財政の運営 
①将来のむらづくりに向けた価値ある投資を行うため、政策協議を実施し、優先的に取り組むべき

事業の重点化を図ります。 

②予算の平準化を図るため、「中長期財政計画」に基づく健全な財政運営に努めます。 

③軍用地料の分収歩合については、条例化に向けて関係機関と協議のもと、適正な分収歩合の改正

を推進します。 

④無駄のない財政運営を進めるため、経常的な経費や維持管理費等の行政コストの節減に努めると

ともに、各種補助金等の見直しを行います。 

⑤「宜野座村総合計画（基本構想・基本計画）」のもと、「公共施設等総合管理計画」、「個別施設計

画」及び「長寿命化計画」等に基づいて、公共施設やインフラ資産等の維持管理・修繕、耐震化、

施設の整理または長寿命化を進め、数十年後の建物やインフラ資産の更新費用試算に基づいて、

既存建物の更新や統廃合のあり方について検討します。また、各部署間での連携強化を図り、全庁

横断的に推進できる組織体制整備に努めます。 

（３）民間活力の導入 
①社会経済情勢の変化や村民の暮らし方の変化によるニーズの多様化に対応し、また、民間事業者

の知識や技術、資源を活用する観点から、公民連携による手法を検討し、村民サービスを継続的に

提供します。 

②指定管理者制度の推進や事務事業等の民間委託を推進します。 

③出資法人の見直しや民営化を推進するとともに、補助金については目的や効果の再評価を行う等

の見直しを行います。 

④新たな財源確保、施設の良好な維持管理による村民サービスの向上、地域経済の活性化等が見込

まれるネーミングライツ事業を実施します。 

（４）将来を見据えた財源確保の推進 
①自主財源を確保するために、関係課と連携しながら、村税の徴収率の向上並びに支払い方法の拡

充に取り組みます。また、滞納者への滞納処分を徹底し、上下水道料金や各種使用料・手数料の適

正化を図ります。 

②企業立地を促進し、村民の雇用の場を創出するとともに、ふるさと納税をさらに推進していきます。 

③公共施設等の更新に向けて、各種目的基金を計画的に積み立てていきます。 

 

施策展開 ►  

指標名 現状値 
目標指標 

（令和 7 年度） 
備考 

経常収支比率 84.5％ 80％  

納税件数 3,050件 4,000件  

村民税の納税率 98％ 98％以上  

 

指 標 ►  

関連する SDGsの目標と指標 ►  

 
目標 

  

 


